






１．遺言書を書く

●必ず自筆で全文を書く必要があります
（財産目録を除く）。
●A4サイズの用紙を使用し
片面のみに書いてください。
●以下の余白が必要です。
左側20㎜ 右側 5㎜
上部５㎜下部10㎜
●ページ数を書いてくだ
さい。

２．保管する法務局を決める

３．遺言書の保管申請書を記入する

●住所地、本籍地または所有している
不動産の所在地を管轄する法務局のい
ずれか１か所で保管できます。

●法務省のホームページからダウンロー
ドして作成します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/06.html
法務局にも備え付けています。
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４．保管申請の予約をする

●インターネット(24時間受付)、電話
または法務局窓口で予約できます。
●予約は、希望する日の前日の午前中
まで可能です。
例：月曜日を希望する場合、金曜日の午前中まで

火曜日を希望する場合、月曜日の午前中まで

●インターネット予約はこちら↓

５．法務局に行き、遺言書を預ける
●遺言書、申請書、住民票（本籍及び
筆頭者の記載があるもの）、顔写真付
きの本人確認書類（運転免許証，マイ
ナンバーカードなど）、印鑑を持参し
て、法務局で申請します。
●手数料（１件3,900円）

●手続終了後、法務局名・保管番号
などが記載された保管証が交付され
ます。
●保管証の再発行はできませんので、
大切に保管してください。

６．保管証を受け取る

法務局手続案内予約サービス

大変お疲れ様でした。
これで遺言書を保管する手続が終わりました。
遺言書は法務局で大切にお預かりします。


